
静岡県告示第503号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその

例によることとされた生活保護法第49条の規定に基づき、次のとおり医療機関を指定したので、告示する。 

平成29年６月20日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

医療機関の名称 所在地 指定年月日 

訪問看護ステーションとよだ 磐田市中田 663 番地２ 平成 27年１月１日 

たまり歯科 掛川市満水字一の坪 12-16 平成 29年２月１日 

医療法人社団天雲会 

てんくも歯科医院菊川 
菊川市本所 324-１ 平成 29年１月１日 

市之瀬診療所 静岡県賀茂郡南伊豆町市之瀬 507-７ 平成 29年４月１日 

  
   ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

静岡県告示第504号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第49条及び中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第30号）第14条第４項においてその例によることとされた生活保護法第55条第２項において準用する同法第

49条の規定に基づき、次のとおり施術者を指定したので、告示する。 

平成29年６月20日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

施術所の名称 施術所の所在地 施術者 区分 指定年月日 

飯田治療院 沼津市原町中２-６-３ 鈴木 瑞穂 あん摩・マッサージ 平成 29年３月８日 

飯田治療院 沼津市原町中２-６-３ 飯田 修平 
あん摩・マッサー

ジ、はり・きゅう 
平成 29年３月８日 

訪 問 マ ッ サ ー ジ 

スマイル 

島田市大草 535-１ 

Ａ-103 
大江 政江 あん摩・マッサージ 平成 29年３月１日 

ＫＥiＲＯＷ富士ス

テーション 

富士市中央町２-２-５ 

文化図書第二ビル３Ｆ 

南 

牧野 朗 
あん摩・マッサー

ジ、はり・きゅう 
平成 29年１月 18日 

ＫＥiＲＯＷ富士ス

テーション 

富士市中央町２-２-５ 

文化図書第二ビル３Ｆ 

南 

富士 敦 
あん摩・マッサー

ジ、はり・きゅう 
平成 29年１月 18日 

ＫＥiＲＯＷ富士ス

テーション 

富士市中央町２-２-５ 

文化図書第二ビル３Ｆ 

南 

内藤 彩嘉 
あん摩・マッサー

ジ、はり・きゅう 
平成 29年２月１日 

ケア・サポート鍼

灸院 
富士市松本 86-１ 森川 信之介 はり・きゅう 平成 29年２月 10日 



にこにこ治療院 
田方郡函南町仁田 

680-３ 
吉田 秀和 

あん摩・マッサー

ジ、はり・きゅう 
平成 29年４月１日 
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静岡県告示第505号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（同法第55条第２項において準用する場合を含む｡)及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされた生活保護法第50条の２（同法

第55条第２項において準用する場合を含む｡)に基づき、次のとおり変更の届出があったので、告示する。 

平成29年６月20日   

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

医療機関等の名称

又は施術者の氏名

及び施術所の名称 

医療機関等の 

所在地又は施術所

の所在地 

変更 

した 

事項 

変更内容 変更 

年月日 新 旧 

株式会社 訪問看

護ステーション・

ナースの森 

伊東市宇佐美 

1936-２ 
所在地 

伊東市宇佐美 

1936-２ 

伊東市宇佐美 

613-10 

平成 29年

４月１日 

医療法人社団康心

会 伊豆東部総合

病院 

賀茂郡東伊豆町 

稲取 17-２ 
名称 

医療法人社団康心

会 庚心会伊豆東

部病院 

医療法人社団康心

会 伊豆東部総合

病院 

平成 29年

５月１日 

ウエルシア薬局 

清水町堂庭店 

駿東郡清水町堂庭 

209-２ 
名称 

ウエルシア薬局 

清水町堂庭店 

ウエルシア薬局 

清水町店 

平成 29年

５月１日 

 

   ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

静岡県告示第506号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（同法第55条第２項において準用する場合を含む｡)及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされた生活保護法第50条の２（同法

第55条第２項において準用する場合を含む｡)に基づき、次のとおり廃止の届出があったので、告示する。 

平成29年６月20日   

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

医療機関等の名称又は 

施術者の氏名及び施術所の名称 
医療機関の所在地又は施術所の所在地 廃止年月日 

堀野薬局 伊東市松原湯端町２-12 平成 29年３月 31日 

スミ整形外科医院 磐田市宮之一色 830-３ 平成 29年３月 20日 
 


